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障害者総合支援法
　平成２５年４月１日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律」のこと。地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正したものです。
　なお、障害者自立支援法は、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する観点から、これまで
の障害の種類ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス、公費負担医療等について、
共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設した法律で、平成１８年４月に施行されました。
成年後見制度
　認知症のある高齢者、知的障害者、精神障害者などの主として判断能力が十分でない方を対象と
して、その方の財産がその方の意思に即して保全活用され、また、日常生活の場面において、主体性
がよりよく実現されるよう、財産管理や日常生活での援助をする制度です。

（た行）
地域包括ケアシステム
　令和７年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れ
た地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・
サービス（住まい・医療・介護・予防・生活支援）が一体的に提供される体制です。

（な行）
二次障害
　本来の症状とは別に、二次的な問題・行動・症状が発生してしまうこと。

（は行）
福祉的就労
　社会参加や日中活動の場として、福祉施設等で授産活動に従事し、売上げの中から収入（工賃）を
得る就労のこと。
福祉避難室
　災害時に、専門性の高いサービスは必要としないが、指定避難所での避難生活に困難が生じる高
齢者、障害者等に対して特別の配慮をした避難所（福祉避難室）のこと。本市では学校などの指定避
難所内に必要に応じて開設します。

（ら行）
ライフステージ
　人の一生を幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに分けた各段階のこと。
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表紙及び裏表紙
　令和２年度心の輪を広げる障害者理解促進事業「障害者週間のポスター」
　表　紙：中学生の部最優秀賞受賞作品（作　市立緑町中学校　石川　万智さん）
　裏表紙：小学生の部最優秀賞受賞作品（作　市立鶴沢小学校　山﨑　琴羽さん）


